出張旅費規程

第1条　　（目　的）
この規程は役員及び社員が出張する場合の手続き及び旅費の支給に関して必要な事項を定めたものである。

第２条　（適用範囲）
この規程は、役員及び社員について適用する。パート、アルバイトなど就業形態が特殊な勤務に従事する者については適用しない。	Comment by owner owner: 役員、社員については一律適用する必要があります。
一部の役員、社員のみに適用することはできません。
つまり、出張規定を定めると、出張が発生した役員、社員全員に出張費を支払う必要があります。

第３条　（出張の定義）
出張とは、通常勤務地もしくは事務所以外の場所に移動し、職務を遂行するものをいう。

第４条（出張の区分）
出張は下記の通り区分する。
（１）宿泊出張
原則として通常勤務地もしくは事務所以外の場所に移動し、職務を遂行するもので宿泊を必要とする出張をいう。
（２）日帰り出張
原則として通常勤務地もしくは事務所以外の場所に移動し、職務を遂行するもので宿泊を必要としない出張をいう。
（３）特別出張
原則として通常勤務地もしくは事務所以外の場所に移動し、教育・研究のために職務を遂行するもので宿泊の有無を問わない出張をいう。

第５条（旅費の種類）
旅費とは下記のものとする。なお、交通費及び宿泊費の精算は実費が支払われるものとし、出張後すみやかに領収書を提出するものとする。
（１）交通費
（２）宿泊費
（３）日当

第６条（交通機関）
利用する交通機関は、自動車、タクシー、電車、バス、飛行機、船舶とする。また、高速料金、ガソリン代、レンタカー代、駐車料、修理費、その他の経費は実費を支給する。

第７条（旅費の前払い）
出張の際は代表取締役の承認を得て、必要な範囲内で旅費の概算額について前払いを受けることができる。

第８条（雑費）
出張中に要した雑費などの費用は、当該雑費の領収書を添付し、代表取締役が承認したものに限り精算する。

第９条（出張中の就業時間）
出張中は原則として、所定の就業時間を勤務したものとみなす。

第１０条（その他）
本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

第１１条　（宿泊日当の計算）
宿泊日当は１日につき次に定める金額とする。
（１）役員　　　　　○○○○円	Comment by owner owner: 役員は目安として15000円～25000円です。
他の従業員はそれ以下が良いでしょう。
1年間を通した金額の多寡に気を付けましょう。
多すぎると給料とみなされる可能性があります。

出張旅費規程の一番の注意点は、全従業員に対して定める必要があるという点です。

役職によって金額に差が出ても問題ありません。
但し、役員のみにしか出張旅費を支払っていないなどの事実があれば経費が否認されますので、注意してください。

1人役員や2人役員の会社であれば、役員にのみ支払っていたとしても、特に問題ありません。
（２）管理職　　　　○○○○円
（３）一般職　　　　○○○○円


第１２条　（日帰り日当の計算）
日帰り日当は１日につき次に定める金額とする。
（１）役員　　　　　○○○○円	Comment by owner owner: 宿泊日当と同じ考え方です。
役員は目安として5000円～8000円です。
1年間を通した金額の多寡に気を付けましょう。
多すぎると給料とみなされる可能性があります。

出張費を支払った際は、エクセルなどで、
「日付」「行った先」「目的」などを記録しておく必要があります。
（２）管理職　　　　○○○○円
（３）一般職　　　　○○○○円

第１３条（改　廃）
本規程の改廃は、株主総会の決議による。

附則
（施　行）
本規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

株式会社〇〇

